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別紙

防衛装備庁における非常勤の隊員の採用について

１ 趣旨

この要領は、防衛装備庁における非常勤の隊員（宿舎管理人として勤務する者

を除く。以下同じ。）の採用について必要な手続を定めるものとする。

２ 非常勤の隊員の区分

非常勤の隊員は、業務の性質により１日につき７時間４５分、かつ、一週間に

つき３８時間４５分を超えない範囲内で勤務する事務補助員及び技術補佐員（以

下「非常勤（期間業務隊員）」という。）及び常勤の隊員の１週間当たりの勤務

時間の４分の３を超えない範囲内で勤務する事務補助員及び技術補佐員（以下「

非常勤（その他）」という。）とする。

３ 採用

（１）非常勤（期間業務隊員）

非常勤（期間業務隊員）として、現に勤務している者で良好な勤務実績があ

り、公募による必要がないとして、内部部局にあっては、長官官房審議官（以

下「審議官」という。）、施設等機関にあっては、研究所長及び試験場長（以

下「所属長」という。）が判断する場合は、採用予定日の６０日前までに、良

好な勤務実績を証する所属長の副申を添えて、防衛装備庁長官（長官官房人事

官気付）宛てに申請を行い、同一の者について連続２回を限度に、公募による

ことなく採用することができるものとする。なお、これによらない場合は、次

号の例によるものとする。

（２）非常勤（その他）

所属長は、予算の範囲内で決定された年度内の必要人員の中で採用候補者を

公募し、採用試験を実施した後、採用予定日の６０日前までに、採用試験の結

果を別記様式により、長官官房審議官（長官官房人事官気付）宛てに報告する

ものとする。

（３）細部手続

非常勤の隊員の採用の細部手続は、審議官が別に定める。

４ 任用期間等

（１）非常勤（期間業務隊員）

ア 任用期間は、原則として、採用の日から当該採用の日の属する会計年度の

末日までの期間を超えない範囲内で定めるものとする。

イ 任用期間終了後は、自動更新はしないものとする。



（２）非常勤（その他）

ア 任用期間は、原則として、採用の日から当該採用の日の属する会計年度の

末日までの期間を越えない範囲内で定めるものとする。

イ １週間の勤務時間数は、２９時間以内と則する。

ウ 任用期間終了後は、自動更新はしないものとする。

５ 給与

非常勤の隊員の給与は、予算の範囲内で審議官が別に定める。

６ 勤務時間

非常勤（期間業務隊員）の勤務時間は、常勤の隊員の勤務時間に準ずるものと

し、非常勤（その他）については、防衛装備庁に勤務する隊員の勤務時間及び休

暇の細部実施について（装官人第４６号。２７．１０．１）第１に規定する所属

長（以下同じ。）が割り振るものとする。

７ 社会保険

健康保険及び厚生年金保険等（非常勤（期間業務隊員）にあっては、防衛省共

済組合への加入手続を含む。）については、それぞれの法律の定めによるものと

し、これらに関する業務は所属長が行うものとする。




